
別紙１ 市町村保育行政及び公立保育所指導監査事項

１ 市町村保育行政

主 眼 着 眼 着 眼 点

第１ 保育行政事務処理体制等 児童福祉行政主管課の業務体制が適切か。

⑴ 保育行政主管課業務処理体制が適切か。

⑵ 内部組織相互間における連携がとられているか

⑶ 保育所、保育所型認定こども園及び幼保連携型認定こど

も園（以下「施設」という。）に対する指導が適切に行わ

れているか。

⑷ 関係機関等との連携が適切に行われているか。

第２ 保育の実施の確保 ⑴ きめ細かな保育の提供がなされるよう、関係者相互の連

１ 要保育児童の把握状況 携等を図り、地域の実情に応じた体制整備、保育所等の情

報提供等が行われているか。

⑵ 保育所等（保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等

をいう。以下同じ。）の適正配置等が行われているか。

⑶ 不適切な養育等の発見のため、保育所、認定こども園及

び認可外保育施設から定期的な情報提供の体制が整備され

ているか。

２ 保育の実施事務処理状況 保育の実施事務処理が適切に行われているか。

⑴ 保育所等の入所手続（申込窓口（保育所等の代行も含め

て）、申込書、申込時期、入所決定に関する書類等）が利

用者の利便に配慮されているか。

⑵ 入所申込書の受付から入所決定（認定こども園及び家庭

的保育事業等の場合は利用の要請又はあっせん）までの事

務処理が迅速に処理されているか。

⑶ 希望した保育所等への入所のため、入所の円滑化に努め

ているか。

⑷ 利用調整における選考（選考する場合の条件・選考基準

の制定、内容・公表）が適正に行われているか。

⑸ 「保育が必要な状況」の確認が適正に行われているか。

⑹ 待機児童の解消等に向けた適切な対応、低年齢児（０～

２歳）の入所状況を適切に把握し、これらに対する対応計

画を立案しているか。

また、開所・閉所時間、育休・産休明け保育・途中入所

等の保育需要に対応しているか。

⑺ 広域入所を行っているか、関係市町村との連絡調整等が

行われているか。

３ 保育所等運営費の事務処 児童福祉法及び子ども・子育て支援法等の関係法令に基づ

理状況 き、保育所等の運営費（施設型給付費及び地域型保育給付費並

びに私立保育所に係る委託費等を含む。）の支給等に関する事

務処理が適切に行われているか。


